
受診希望医療機関
について当健保に

連絡

利用承認後、医療
機関にご自身で予

約

人間ドック還付金
請求書が自宅に届

く

受診日の２週間前ま
でに事業所経由で健
保に提出

■還付金制度利用の流れ
（契約医療機関以外での受診）
※隔地等で契約医療機関でない医療機関で受診する方には、承認後「人間ドック還付金請求書」を送付
しますので、当日は費用全額を支払い、後日、手続きを行ってください。

人間ドック利用申
請書を”事前提出”

予約した医療機関
で受診

費用は窓口で一度全額お
支払いいただき、後日還
付金請求書を健保組合に
提出してください。
（領収書添付必須）


	スライド 2

